
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
保
安
林
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
ふ
る
さ
と
眺
望
点
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
qqqqqq（
県
民
生
活

文

化

課
）
…
二

○
二
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
三

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
四
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

黒
田
内
科
胃
腸
科
医
院

八
戸
市
柏
崎
三
丁
目
七
の
一
八

令
和
元
･
九･二六

変
更
後

柏
崎
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

変
更
前

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局
お
い
ら
せ
店

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九

元
･一二･
二

変
更
後

お
い
ら
せ
調
剤
薬
局

青
森
県
告
示
第
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
甲
平
ノ
上
六
の
一
・
字
甲
平
ノ
下
二
の
三
（
以
上
二
筆
に
つ

い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

青
森
県
報
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第
百
十
二
号

令
和
二
年一

月
二
十
七
日

（
月
曜
日
）



㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
風
間
浦
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
号

青
森
県
景
観
条
例
（
平
成
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
ふ
る
さ
と
眺
望
点
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

位

置

大
森
勝
山
遺
跡

弘
前
市
大
字
大
森
字
勝
山

亀
ヶ
岡
石
器
時
代
遺
跡

つ
が
る
市
木
造
館
岡
沢
根

田
小
屋
野
貝
塚

つ
が
る
市
木
造
館
岡
田
小
屋
野

大
平
山
元
遺
跡

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
蟹
田
大
平
山
元

二
ツ
森
貝
塚

上
北
郡
七
戸
町
貝
塚
家
ノ
前

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

東
北
横
浜
線

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
前
田
五
五
の
一
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
後
川
目
四
二
の
五
二
ま
で

前

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
、
一
三
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

後

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
、
一
三
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
、
〇
三
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル



令
和
二
年
一
月
十
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
っ
ち
ん
ぐ

三

代
表
者
の
氏
名

成
田

穣
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
町
田
二
丁
目
三
の
一
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
空
き
家
を
適
正
に
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
安
全
や
景
観
を
保
ち
、
地

域
住
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

二
級
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

氏
名

髙
松
勲

二

登
録
番
号

第
三
二
二
三
号

三

取
消
年
月
日

令
和
二
年
一
月
十
六
日

四

取
消
し
の
理
由

平
成
三
十
年
六
月
一
日
に
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
建
築

士
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
小
林
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

小
林
龍
生

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
堂
野
前
字
種
井
七
四
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
二
〇
〇
〇
八
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
十
一
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

吉
田
建
業

二

氏
名

吉
田
幸
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
越
水
神
山
二
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
六
三
六
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装

工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
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七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

白
川
建
築
所

二

氏
名

白
川
源
三
郎

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
金
木
町
沢
部
二
三
〇
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
一
一
七
七
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装

工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
元
年
八
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


